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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　腫瘍を目標とするアブレーション計画のためのプランニング装置であって：
　処理ユニットと；
　インターフェイスユニットと；
　ディスプレイユニットと、を含み、
　前記インターフェイスユニットは、
　　アブレーション手順で扱われるべき３次元データセットにおける少なくとも一つの区
分化された腫瘍を提供し、かつ、
　　既定のアブレーションプロファイルを提供する、
　ように構成されており、
　前記処理ユニットは、
　　前記区分化された腫瘍の輪郭を生成し、
　　前記既定のアブレーションプロファイルを前記少なくとも一つの区分化された腫瘍の
少なくとも一部と重ね合わせ、
　　重なり合い領域を特定し、
　　変更された重なり合い領域を生成するために少なくとも前記重なり合い領域の一部に
ついて規定の安全ファクターを適用し、かつ、
　　前記変更された重なり合い領域の外側に配置された前記重なり合い領域の部分を主要
重なり合い部分として決定する、
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　ように構成されており、
　前記ディスプレイユニットは、
　　前記区分化された輪郭を表示し、
　　少なくとも一つの前記区分化された腫瘍の少なくとも一部と重なり合った前記既定の
アブレーションプロファイルを表示し、かつ、
　　仮想計画アブレーション結果として、前記輪郭と前記アブレーションプロファイルに
関連して前記主要重なり合い部分を表示する、
　ように構成されている、
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記インターフェイスユニットは、ユーザーによって既定のアブレーションプロファイ
ルが、その大きさ、形状、及び/又は、位置について調整されるように構成されており、
　前記処理ユニットは、
　　重なり合い領域を識別し、更新され変更された重なり合い領域を生成するための既定
の安全ファクターを適用し、かつ、変更された重なり合い領域の外側に配置された重なり
合い領域の部分を主要重なり合い部分として決定すること、
　を繰り返すように構成されており、
　前記ディスプレイユニットは、更新されたアブレーション計画情報を提供するように構
成されている、
　請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記処理ユニットは、
　　前記腫瘍の拡張された輪郭を生成するために、前記少なくとも一つの区分化された腫
瘍に対して既定の第１の安全マージンを加えるように、かつ、
　　前記アブレーションプロファイルの外側に配置された前記拡張された輪郭の部分を主
要拡張輪郭部分として決定する、
　ように構成されており、
　前記ディスプレイユニットは、前記拡張された輪郭を表示し、かつ、前記主要拡張輪郭
部分を示すように構成されている、
　請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記処理ユニットは、
　　制限されたアブレーション計画プロファイルを生成するために、前記既定のアブレー
ションプロファイルから既定の第２の安全マージンを引くように、かつ、
　　前記アブレーション計画プロファイルの外側に配置された輪郭の部分を主要輪郭部分
として決定する、
　ように構成されており、
　前記ディスプレイユニットは、前記アブレーション計画プロファイルを表示し、かつ、
前記主要輪郭部分を示すように構成されている、
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　腫瘍を目標とするアブレーションのための医療システムであって：
　画像取得ユニットと；
　請求項１乃至４のいずれか一項に従ったプランニング装置と；
　アブレーションユニットと；を含み、
　前記画像取得ユニットは、前記３次元データセットを提供するように構成されており、
前記腫瘍はそこから区分化され；
　前記プランニング装置は、アブレーションパスを提供するように構成されており；かつ
、
　前記アブレーションユニットは、前記アブレーション手順を前記腫瘍に対して適用する
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ように構成されている、
　ことを特徴とする医療システム。
【請求項６】
　前記画像取得ユニットは、Ｘ線画像装置である、
　請求項５に記載の医療システム。
【請求項７】
　プランニング装置を使用して腫瘍を目標とするアブレーション計画のための方法であっ
て：
　ａ）前記プランニング装置のインターフェイスユニットが、アブレーション手順で扱わ
れるべき３次元データセットにおける少なくとも一つの区分化された腫瘍を提供するステ
ップと；
　ｂ）前記プランニング装置の処理ユニットが、前記区分化された腫瘍の輪郭を生成及び
表示するステップと；
　ｃ）前記プランニング装置の処理ユニットが、既定のアブレーションプロファイルを少
なくとも一つの区分化された腫瘍の少なくとも一部と重ね合わせるように提供及び表示す
るステップと；
　ｄ）前記プランニング装置の処理ユニットが、重なり合い領域を特定するステップと；
　ｅ）前記プランニング装置の処理ユニットが、変更された重なり合い領域を生成するた
めに少なくとも前記重なり合い領域の一部について規定の安全ファクターを適用するステ
ップであり、前記変更された重なり合い領域の外側に配置された前記重なり合い領域の部
分が主要重なり合い部分として決定されるステップと；
　ｆ）前記プランニング装置のディスプレイユニットが、仮想計画アブレーション結果と
して、前記輪郭と前記アブレーションプロファイルに関連して前記主要重なり合い部分を
表示するステップと、
　を含む、ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記既定のアブレーションプロファイルは、ユーザーによって、その大きさ、形状、及
び/又は、位置について調整可能であり、
　更新された情報を提供するために、前記ｄ）からｆ）までのステップが繰り返される、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ステップｅ）は、
　　前記腫瘍の拡張された輪郭を生成するために、前記少なくとも一つの区分化された腫
瘍に対して既定の第１の安全マージンを加える段階と；
　　前記拡張された輪郭を表示する段階と；
　　前記アブレーションプロファイルの外側に配置された前記拡張された輪郭の部分を主
要拡張輪郭部分として決定する段階と、
　を含み、
　前記ステップｆ）において、前記主要拡張輪郭部分がディスプレイユニットに表示され
る、
　請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ステップｅ）は、
　　制限されたアブレーション計画プロファイルを生成するために、前記既定のアブレー
ションプロファイルから既定の第２の安全マージンを引く段階と；
　　アブレーション計画プロファイルを表示する段階と；
　　前記アブレーション計画プロファイルの外側に配置された輪郭の部分を主要輪郭部分
として決定する段階と、
　を含み、
　前記ステップｆ）において、前記主要輪郭部分がディスプレイユニットに表示される、
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　請求項７乃至９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記区分化された腫瘍は、周辺領域の画像データと重ね合わせて表示される、
　請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記腫瘍を目標とするアブレーションのためのアブレーション対象に係る挿入計画パス
が示される、
　請求項７乃至１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　主要拡張輪郭部分及び/又は主要輪郭部分の表示は、お互いの領域で異なるグラフィッ
ク方法で前記領域を表示する、
　請求項９乃至１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置をコントロールするためのコンピューター
プログラムであって、
　処理ユニットによって実行されると、
　請求項７乃至１３のいずれか一項に記載の方法を実行するように適合されている、
　ことを特徴とするコンピュータープログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のコンピュータープログラムに係るプログラミングエレメントが保管
されている、コンピューターで読取り可能な媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腫瘍を目標とするアブレーション（ａｂｌａｔｉｏｎ）計画に関する。より
特定的には、腫瘍を目標とするアブレーション計画、腫瘍を目標とするアブレーションの
ための医療システム、腫瘍を目標とするアブレーション計画のための方法に関する。コン
ピュータープログラムエレメント、および、コンピューターで読取り可能な媒体も同様で
ある。
【背景技術】
【０００２】
　画像ガイド付き低侵襲腫瘍アブレーション技術は、例えば、切除不能、もしくは、切開
できない種々の腫瘍に対する実行可能な処置のオプションとなっている。腫瘍アブレーシ
ョンの目的は、腫瘍細胞を完全に死滅させることである。従って、インターベンション（
ｉｎｔｅｒｖｅｎｓｉｏｎ）以前の計画段階の最中にアブレーション領域の大きさ、形状
、および、位置が検討される。例えば、米国特許出願第２０１０／００６３４９６Ａ１号
は、腫瘍アブレーション手順の計画方法について記載している。しかしながら、腫瘍を目
標とするアブレーション計画は、しばしば自由裁量で計画され、計画手順の結果はオペレ
ーターによって異なることがある。
【０００３】
　例えば、国際公開第２０１１／０８０６６６号は、患者の中に位置する対象ボリューム
を表す画像を生成するための画像システムについて開示している。分割ユニットは、アブ
レーション治療を受ける対象ボリュームについて計画対象ボリュームに分割する。計画プ
ロセッサは、一つまたはそれ以上のアブレーション領域についてアブレーション計画を生
成し、アブレーション治療を行う計画対象ボリュームの全体をカバーする。それぞれのア
ブレーション領域は既定のアブレーションボリュームを有しており、既定のアブレーショ
ン領域は、アブレーションの最中にアブレーションプローブを移動することによって決定
される。ロボットアセンブリーが、アブレーションプローブを非定常的な動作パスに沿っ
てガイドし、または、コントロールする。動作パスは、既定のアブレーション領域に従っ
て対象ボリュームに対してアブレーション治療を適用するための軌道、速度及び/又は加
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速度、および、回転によって定められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願第２０１０／００６３４９６Ａ１号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１１／０８０６６６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、促進され、改善された画像ベースの計画方法を提供する必要がある。
【０００６】
　本発明の目的は、本願の独立請求項に係る技術的事項によって解決される。さらなる実
施例は、従属請求項の中に包含されている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以降に説明される本発明の態様は、また、腫瘍を目標とするアブレーション計画のため
のプランニング装置、医療システム、方法、コンピュータープログラムエレメント及びコ
ンピューターで読取り可能な媒体に対しても適用可能であることに留意すべきである。
【０００８】
　本発明の第１の態様に従って、腫瘍を目標とするアブレーション計画のためのプランニ
ング装置が提供される。装置は、処理ユニットと；インターフェイスユニットと；ディス
プレイユニットと、を含んでいる。前記インターフェイスユニットは、アブレーション手
順で扱われるべき３次元データセットにおける少なくとも一つの区分化された腫瘍を提供
し、かつ、既定のアブレーションプロファイルを提供するように構成されている。前記処
理ユニットは、前記区分化された腫瘍の輪郭を生成し、既定のアブレーションプロファイ
ルを少なくとも一つの区分化された腫瘍の少なくとも一部と重ね合わせ、重なり合った領
域を特定し、変更された重なり合い領域を生成するために少なくとも重なり合い領域の一
部について規定の安全ファクターを適用するように構成されている。前記処理ユニットは
、さらに、変更された重なり合い領域の外側に配置された重なり合い領域の部分を主要重
なり合い部分として決定するように構成されている。前記ディスプレイユニットは、前記
区分化された輪郭を表示し、少なくとも一つの前記区分化された腫瘍の少なくとも一部と
重なり合った前記既定のアブレーションプロファイルを表示し、かつ、仮想計画アブレー
ション結果として、前記輪郭と前記アブレーションプロファイルに関連して前記主要重な
り合い部分を表示するように構成されている。
【０００９】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記処理ユニットは、前記腫瘍の拡張された輪郭を
生成するために、前記少なくとも一つの区分化された腫瘍に対して既定の第１の安全マー
ジンを加えるように、かつ、前記アブレーションプロファイルの外側に配置された前記拡
張された輪郭の部分を主要拡張輪郭部分として決定するように構成されている。前記ディ
スプレイユニットは、前記拡張された輪郭を表示し、かつ、前記主要拡張輪郭部分を示す
ように構成されている。
【００１０】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記処理ユニットは、制限されたアブレーション計
画プロファイルを生成するために、前記既定のアブレーションプロファイルから既定の第
２の安全マージンを引くように、かつ、前記アブレーション計画プロファイルの外側に配
置された輪郭の部分を主要輪郭部分として決定するように構成されている。前記ディスプ
レイユニットは、前記アブレーション計画プロファイルを表示し、かつ、前記主要輪郭部
分を示すように構成されている。
【００１１】
　本発明の一つの態様に従って、区分化された腫瘍と既定のアブレーションプロファイル
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を示し、表示するように構成されたユーザーインターフェイスが提供される。さらに、主
要重なり合い部分が、仮想計画アブレーション結果として、輪郭及びアブレーションプロ
ファイルに関連して表示される。ここで、主要重なり合い部分は、変更された重なり合い
領域の外側に配置された重なり合い領域の部分に関し、安全ファクターが適用される重な
り合い領域に関するものである。
【００１２】
　本発明の第２の態様に従って、腫瘍を目標とするアブレーションのための医療システム
が提供される。システムは、画像取得ユニットと；上述の態様及び実施例のいずれか一つ
に従ったプランニング装置と；アブレーションユニットと；を含んでいる。前記画像取得
ユニットは、前記３次元データセットを提供するように構成されており、前記腫瘍はそこ
から区分化される。前記プランニング装置は、アブレーションパス（ｐａｔｈ）を提供す
るように構成されている。前記アブレーションユニットは、前記アブレーション手順を前
記腫瘍に対して適用するように構成されている。
【００１３】
　本発明の第３の態様に従って、腫瘍を目標とするアブレーション計画のための方法が提
供される。本方法は、
ａ）アブレーション手順で扱われるべき３次元データセットにおける少なくとも一つの区
分化された腫瘍を提供するステップと；
ｂ）前記区分化された腫瘍の輪郭を生成及び表示するステップと；
ｃ）既定のアブレーションプロファイルを少なくとも一つの区分化された腫瘍の少なくと
も一部と重ね合わせるように提供及び表示するステップと；
ｄ）重なり合った領域を特定するステップと；
ｅ）変更された重なり合い領域を生成するために少なくとも重なり合い領域の一部につい
て規定の安全ファクターを適用するステップであり、変更された重なり合い領域の外側に
配置された重なり合い領域の部分が主要重なり合い部分として決定されるステップと；
ｆ）仮想計画アブレーション結果として、前記輪郭と前記アブレーションプロファイルに
関連して前記主要重なり合い部分を表示するステップと、を含んでいる。
【００１４】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記既定のアブレーションプロファイルは、ユーザ
ーによって、その大きさ、形状、及び/又は、位置について調整可能である。更新された
情報をユーザーに提供するために、前記ｄ）からｆ）までのステップが繰り返される。
【００１５】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記ステップｅ）は、前記腫瘍の拡張された輪郭を
生成するために、前記少なくとも一つの区分化された腫瘍に対して既定の第１の安全マー
ジンを加える段階と；前記拡張された輪郭を表示する段階と；前記アブレーションプロフ
ァイルの外側に配置された前記拡張された輪郭の部分を主要拡張輪郭部分として決定する
段階とを含んでいる。前記ステップｆ）において、前記主要拡張輪郭部分が前記ディスプ
レイユニットに表示される。
【００１６】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記ステップｅ）は、制限されたアブレーション計
画プロファイルを生成するために、前記既定のアブレーションプロファイルから既定の第
２の安全マージンを引く段階と；アブレーション計画プロファイルを表示する段階と；前
記アブレーション計画プロファイルの外側に配置された輪郭の部分を主要輪郭部分として
決定する段階とを含んでいる。前記ステップｆ）において、前記主要輪郭部分が前記ディ
スプレイユニットに表示される。
【００１７】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記区分化された腫瘍は、周辺領域の画像データと
重ね合わせて表示される。
【００１８】
　本発明の典型的な実施例に従って、前記腫瘍を目標とするアブレーションのためのアブ
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レーション対象に係る挿入計画パスが示される。
【００１９】
　本発明のさらなる態様に従って、設定プランニングが適用される。プランニングでは、
区分化された腫瘍の輪郭がアブレーションプロファイルと接近させられる。一方の側にお
いて区分化された腫瘍によって占有される空間的領域と他方の側においてアブレーション
プロファイルによってカバーされる空間的領域とを比較することにより、重さなり合い領
域を決定するようにである。さらに、既定の安全ファクターを適用することによって、追
加のアブレーションが提供される。腫瘍の全体と同様に、腫瘍又は患部それぞれの周辺の
境界マージンを完全に壊死させることでアブレーションの成功を保証するためである。追
加のアブレーションは、腫瘍の周りのごく小さながん細胞を取扱い、かつ、アプリケータ
の位置決めの不正確さの効果を最小限にするために必要である。本発明の一つの態様に従
って、既定の安全ファクターを適用することによる追加のアブレーションを考慮して、マ
ージンの外側に配置された重なり合い領域に係るこれらの部分を特定する。重なり合い領
域の部分は主要重なり合い部分として参照される。それによって、仮想計画アブレーショ
ン結果の形成においてユーザーに対して直ちにフィードバックを提供することができる。
主要重なり合い部分は、区分化された腫瘍及びアブレーションプロファイルの輪郭に関し
て表示される。
【００２０】
　例えば、ユーザーは、アブレーションプロファイルの大きさ、形状、及び/又は、位置
を調整することができ、更新された計画アブレーション結果情報を直ちにフィードバック
される。
【００２１】
　これら及び他の発明は、以降に記述される実施例から明確となり、実施例に関して説明
される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
　本発明の典型的な実施例は、以下の図面を参照して以降に説明される。
【図１】図１は、本発明の典型的な実施例に従った腫瘍を目標とするアブレーション計画
のためのプランニング装置を示している。
【図２】図２は、本発明の典型的な実施例に従った腫瘍を目標とするアブレーション計画
のための医療システムを示している。
【図３】図３は、本発明の典型的な実施例に従った腫瘍を目標とするアブレーション計画
のための方法に係る基本的なステップを模式的に示している。
【図４】図４は、本発明に従った方法のさらなる実施例を示している。
【図５】図５は、本発明に従った方法のさらなる実施例を示している。
【図６】図６は、本発明に従った方法のさらなる実施例を示している。
【図７】図７は、本発明に従った方法のさらなる実施例を示している。
【図８Ａ】図８Ａは、本発明に従った仮想計画アブレーションの表示結果の実施例を示し
ている。
【図８Ｂ】図８Ｂは、本発明に従った仮想計画アブレーションの表示結果の実施例を示し
ている。
【図９】図９は、さらなるアブレーション計画情報に関連して、本発明の典型的な実施例
に従った仮想計画アブレーションの表示結果のさなる実施例を示している。
【図１０】図１０は、本発明に従った仮想計画アブレーションの表示結果のさらなる実施
例を示している。
【図１１】図１１は、本発明に従った仮想計画アブレーションの表示結果のさらなる実施
例を示している。
【図１２】図１２は、本発明に関するさらなる実施態様を示している。
【図１３】図１３は、本発明の典型的な実施例に従った仮想計画アブレーションの表示結
果のさらなる実施例を示している。
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【図１４】図１４は、写真画像を用いて図８から図１１及び図１３に係る作図線を示して
いる。
【図１５】図１５は、写真画像を用いて図８から図１１及び図１３に係る作図線を示して
いる。
【図１６】図１６は、写真画像を用いて図８から図１１及び図１３に係る作図線を示して
いる。
【図１７】図１７は、写真画像を用いて図８から図１１及び図１３に係る作図線を示して
いる。
【図１８】図１８は、写真画像を用いて図８から図１１及び図１３に係る作図線を示して
いる。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図面を参照する前に、いくつかの実施態様が以降に説明される。画像技術の進歩と高度
に制御可能な医療装置が利用可能となったおかげで、画像ガイド付き低侵襲腫瘍アブレー
ション技術は、腫瘍に対する重要な処置オプションの一つになっている。現在、３つのア
ブレーション技術が使用されている。第一に、ラジオ周波数アブレーション（ＲＦ）は、
針を通じたラジオ周波数帯の電流の使用を含み、がん細胞を熱して破壊する。目的は、腫
瘍および腫瘍端の周りの正常な組織の縁を除去することである。第二に、マイクロ波アブ
レーション（ＭＷ）は、マイクロ波を使用して組織の熱凝固（ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｏａｇ
ｕｌａｔｉｏｎ）を引き起こす。アブレーションの直径はラジオ周波数アブレーションよ
り小さいが、より大きなアブレーション量のために複数の針を使用することができる。ラ
ジオ周波数アブレーションと比較してより短時間で組織のアブレーションが達成される。
第三に、冷凍アブレーションは、腫瘍内において針の中で循環する冷凍ガスを使用して、
凍結／融解の繰り返しでがん細胞を死滅させる。数本の針を並行して使用することができ
、アブレーションの氷球の発生を、ＣＴ／ＭＲ／コーン形状ビームＣＴ、等を用いてモニ
ターすることができる。腫瘍アブレーションにおける２つの主なチャレンジは、正確で再
現可能なアプリケータの配置を達成することと、中型及び大型の腫瘍を完全に死滅させる
ことである。腫瘍の大きさは、処置の失敗に係る予測因子として繰り返し示されてきてい
る。大きくて、より完全なアブレーション領域を作成するための一つの方法は、複数の、
重なり合ったアブレーションを使用することである。このためには、アブレーション領域
が重なり合うように、複数のアプリケータの正確な配置が必要である。アブレーションの
成功のためには、腫瘍の全体と同様に、例えば、患部の周りの０．５から１ｃｍについて
、完全に壊死することが必要である。腫瘍及び安全マージンの領域は、また、計画対象ボ
リューム（ＰＴＶ）としても参照される。アブレーション領域の大きさ、形状、および、
位置は、インターベンション以前の計画段階の最中に検討される。ユーザーは、ＰＴＶの
完全な適用範囲を達成するために、アプリケータの最適な位置、数量、および、向きを定
める。結果として生じたアブレーションボリュームは、計画アブレーションボリューム（
ＰＡＶ）として参照される。
【００２４】
　用語「腫瘍を目標とする（ｔｕｍｏｒ　ｔａｒｇｅｔｉｎｇ）」は、アブレーション手
順の最中のステップに関し、例えば、ラジオ周波数電極又は冷凍アブレーションプローブ
といったアプリケータを腫瘍の中に配置することを含んでいる。正確な目標化のための理
想的な条件は、多断面再構成像（ｍｕｌｔｉ－ｐｌａｎａｒ　ｉｍａｇｅ　ｃｏｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎ）を通じた腫瘍及び周辺組織の明瞭な描写を含む。アプリケータのインタラ
クティブな機能を可視化するためのリアルタイム画像と結合されたものである。
【００２５】
　自動的ラジオ周波数アブレーション計画方法においては、楕円形アブレーションの複数
の重なり合いを用いた任意形状の計画対象ボリュームの適用範囲が計算される。しかしな
がら、こうした自動的アプリケータ計画方法の問題として、一般的に、これらはあまりに
適用性が無く、全ての所定の配置に関する制約に取り組むことができない。ユーザーがガ



(9) JP 5933723 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

イドする計画方法においては、対象となる腫瘍にわたるアブレーション領域を定めるため
に基本の線形測定を使用する代わりに、製造会社によってアブレーションプロファイルが
提供され得る。プロファイルは、計画手順において、計画された針のパスに係る先端で示
される。しかしながら、アブレーション計画手順の最中、臨床ユーザーは、腫瘍とその周
辺の境界を判断するために、継続的に臨床的情報を解釈している。
【００２６】
　本発明に従って、適用性があり、信頼性の高いアブレーション処置計画及び腫瘍を目標
とする方法が提案される。ユーザーは、最初に腫瘍領域を区分化し、次に腫瘍の適用範囲
フィードバックを使用してアブレーションアプリケータの位置を計画するためにこの情報
を利用することができるので、問題点を分離することができる。
【００２７】
　例えば、腫瘍の区分化は、完全な自動化又はユーザーアシストであり得る。３次元でイ
ンタラティブな腫瘍の区分化は、画像の特徴に従う空間的にローカル化されたカーネルの
線形的な組み合わせを伴う動径関数に適応する一式の画像に基づいてよい。例えば、区分
化の最中には、３次元の区分化手順をコントロールするために、半径と方向（グロウ／シ
ュリンク（ｇｒｏｗ／ｓｈｒｉｎｋ））を伴う数多くのコントロールポイントが使用され
る。区分化に係る出力は、区分化されたボリュームの３次元ベクトルリストであり得る。
【００２８】
　さらなる実施例に従えば、区分化は、アブレーション計画ツールの統合された一部分で
あり得る。従って、入力コントロールリストは、単純なＸＭＬフォーマットで保管され、
再使用され得る。このように、ボリュームデータの隣に保管された非常に小さな記述的区
分の受け取りに基づいて、区分化は、単純に保管され、ロードされ、再変更され、そして
、例えばオーバーレイの場合に、再使用され得る。
【００２９】
　図１は、腫瘍を目標とするアブレーション計画のためのプランニング装置１０を示して
いる。装置１０は、処理ユニット１２、インターフェイスユニット１４、および、ディス
プレイユニット１６を含んでいる。プランニング装置１０は、模式的に周囲の枠１８によ
って示されており、プランニング装置１０の統合されたデザインを示している。もちろん
、プランニング装置１０の個々の部分は、また、分離したコンポーネントとしても提供さ
れ得る。
【００３０】
　インターフェイスユニット１４は、３次元データセット２０において少なくとも一つの
区分化された腫瘍を提供するように構成されており、データセットは、アブレーション手
順において取り扱われる。インターフェイスユニット１４は、さらに、既定のアブレーシ
ョンプロファイル２２を提供するように構成されている。
【００３１】
　処理ユニット１２は、以下のように構成されている。区分化された腫瘍の輪郭２４を生
成し、少なくとも一つの区分化された腫瘍の少なくとも一つの部分を伴う既定のアブレー
ションプロファイルと重ね合わせ、重なり合った領域を特定し、変更された重なり合い領
域を生成するために少なくとも重なり合い領域の一部について規定の安全ファクターを適
用し、かつ、変更された重なり合い領域の外側に配置された重なり合い領域の部分を主要
重なり合い部分２６を決定する。
【００３２】
　ディスプレイユニット１６は、以下のように構成されている。区分化された輪郭２４を
表示し、少なくとも一つの区分化された腫瘍２０の少なくとも一部と重なり合った既定の
アブレーションプロファイル２２を表示し、かつ、仮想計画アブレーション結果２８とし
て、輪郭２０とアブレーションプロファイル２２に関連して主要重なり合い部分２６を表
示する。
【００３３】
　インターフェイスユニット１４は、ユーザーによって既定のアブレーションプロファイ
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ル２２が、その大きさ、形状、及び/又は、位置について調整されるように構成されてよ
い。処理ユニット１２は、以下のことを繰り返すように構成されてよい。重なり合い領域
を識別し、更新され変更された重なり合い領域を生成するための既定の安全ファクターを
適用し、かつ、変更された重なり合い領域の外側に配置された重なり合い領域の部分を主
要重なり合い部分として決定することである。
【００３４】
　アブレーションプロファイルは、複数の（ほぼ並行な）アブレーション針によって操作
される複数のプロファイルセットの連結を含んでよい。
【００３５】
　処理ユニット１２は、腫瘍の拡張された輪郭を生成するために少なくとも一つの区分化
された腫瘍に対して既定の第１の安全マージンを加えるように、かつ、アブレーションプ
ロファイルの外側に配置された拡張された輪郭の部分を主要拡張輪郭部分として決定する
ように構成されてよい。ディスプレイユニット１６は、拡張された輪郭を表示し、かつ、
主要拡張輪郭部分を示すように構成されてよい。
【００３６】
　処理ユニット１２は、制限されたアブレーション計画プロファイルを生成するために既
定のアブレーションプロファイルから既定の第２の安全マージンを引くように、かつ、ア
ブレーション計画プロファイルの外側に配置された輪郭の部分を主要輪郭部分として決定
するように構成されてよい。ディスプレイユニット１６は、アブレーション計画プロファ
イルを表示し、かつ、主要輪郭部分を示すように構成されてよい。
【００３７】
　図２は、腫瘍を目標とするアブレーションのための医療システム３０を模式的に示して
いる。医療システム３００は、画像取得ユニット３２を含んでおり、例えば、Ｃ型アーム
構造体３４は、Ｃ型アームの一端にＸ線光源３６、Ｃ型アームの他端に検出器３８を備え
ている。Ｃ型アーム構造体３４は、天井４０から吊り下げられており、対象物４２に関し
て、光源と検出器を備えるＣ型アームを並行移動及び回転移動できる。対象物は、球体で
示されているが、対象物は、また、患者（図示なし）でもあり得る。さらに、プランニン
グ装置４６と同様に、患者用テーブル４４が示されている。これらは、上記に説明された
典型的な実施例の一つに従って備えられる。さらに、アブレーションユニット４８が模式
的に示されている。
【００３８】
　画像取得ユニット３２は、区分化された腫瘍の３次元画像を提供するように構成されて
いる。プランニング装置４６は、アブレーションパスを提供するように構成されている。
アブレーションユニット４８は、腫瘍に対してアブレーション手順を適用するように構成
されている。
【００３９】
　画像取得ユニットは、例えばＣ型アーム構造体として示されるような、Ｘ線画像装置で
あり、また、ガントリー（ｇａｎｔｒｙ）を備えたＣＴシステム、または、他のＸ線画像
システムであってもよい。画像取得ユニットは、また、ＭＲＩ画像装置又は他の物であっ
てもよい。
【００４０】
　図３は、腫瘍を目標とするアブレーション計画のための方法１００に係る基本的なステ
ップを模式的に示している。供給ステップ１１０においては、少なくとも一つの区分化さ
れた腫瘍の３次元データセット１１２が提供され、区分化された腫瘍はアブレーション手
順において取り扱われる。生成と表示のステップ１１４においては、区分化された腫瘍の
輪郭が生成され表示される。表示することは第１の矢印１１５を用いて示されている（以
下に説明される）。供給と表示のステップ１１８においては、少なくとも一つの区分化さ
れた腫瘍の少なくとも一部に重なり合うように、既定のアブレーションプロファイル１２
０が提供され表示される。このステップの表示の態様は第２の矢印１１９を用いて示され
ている。次に、識別ステップ１２２においては、重なり合い領域１２４が特定される。適
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用ステップ１２６においては、既定の安全ファクターが重なり合い領域１２４の少なくと
も一部に適用され、生成ステップ１３０において、変更された重なり合い領域１３２が生
成される。変更された重なり合い領域の外側に配置された重なり合い領域の部分は、決定
ステップ１３４において、主要重なり合い部分１３６として決定される。さらに、表示ス
テップ１３８においては、第１の矢印１１５を用いて示されるように、主要重なり合い部
分１３６が輪郭１１６に関して表示され、第２の矢印１１９を用いて示されるように、ア
ブレーションプロファイル１２０が、仮想計画アブレーション結果１４０として表示され
る。
【００４１】
　供給ステップ１１０は、また、ステップａ）としても参照され、生成と表示のステップ
１１４はステップｂ）として、供給と表示のステップ１１８はステップｃ）として、識別
ステップ１２２はステップｄ）として、適用ステップ１２６はステップｅ）として、そし
て、表示ステップ１３８はステップｆ）として参照される。
【００４２】
　本方法は、また、腫瘍を目標とするアブレーション計画のための方法と類似のステップ
を有するデバイスを操作するための方法にも関連することに、さらに留意すべきである。
【００４３】
　アブレーションプロファイルは、アブレーション領域を表す等温線（ｉｓｏｔｈｅｒｍ
）の断面図において示されてよい。
【００４４】
　図４に示されるように、さらなる実施例に従って、既定のアブレーションプロファイル
１２２は、大きさ、形状、及び/又は、位置においてユーザーによって調整可能である。
このことは、図４において参照番号１２０’を用いて示されている。さらに、ステップｄ
）からｆ）は、更新された情報を提供するために繰り返されてよい（さらには図示されな
い）。
【００４５】
　図５は、さらなる実施例を示している。その中で、ステップｅ）は、生成ステップ１５
０において拡張された輪郭を生成するために、安全ファクターとして既定の第１の安全マ
ージン１４６を少なくとも一つの区分化された腫瘍に対して足し算１４４することを含ん
でいる。さらに、ステップｅ）は、また、参照番号１４９を用いて示されるように、拡張
された輪郭１４８を表示することを含んでいる。次に、決定ステップ１５２において、ア
ブレーションプロファイルの外側に配置されている拡張された輪郭１４８の部分が、主要
拡張輪郭部分１５４として決定される。さらに、ステップｆ）において、主要拡張輪郭部
分１５４は、指示ステップ１５６でディスプレイに表示される。
【００４６】
　例えば、主要拡張輪郭部分は、カラーコード化されたプロファイルを用いて表示されて
よい（図示なし）。
【００４７】
　図６は、本発明に従った、さらなる実施例を示している。その中で、ステップｅ）は、
生成ステップ１６４において制限されたアブレーション計画プロファイル１６２を生成す
るために、既定の安全ファクターとしての既定の第２の安全マージン１６０を既定のアブ
レーションプロファイルから引き算１５８することを含んでいる。参照番号１６３を用い
て示されるように、アブレーション計画プロファイルが表示される。さらに、決定ステッ
プ１６６において、アブレーション計画プロファイルの外側に配置された輪郭の部分が主
要輪郭部分１６８として決定される。ステップｆ）においては、主要輪郭部分が、指示ス
テップ１７０においてディスプレイに表示される。
【００４８】
　例えば、主要輪郭部分は、カラーコード化されたプロファイルを用いて表示されてよい
（図示なし）。
【００４９】
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　アブレーションプロファイルは、制限されたアブレーション計画プロファイルとは異な
る方法でグラフィカルに表示されてよい。区分化された腫瘍は、アブレーション計画プロ
ファイルが重なり合う区域／領域に対しては第１のモードで、アブレーション計画プロフ
ァイルが重なり合わない区域／領域に対しては第２のモードでグラフィカルに表示されて
よい。
【００５０】
　区分化された腫瘍は、周辺領域の画像データと重ね合わせて表示されてよい（さらには
図示されない）。
【００５１】
　画像データは、Ｘ線画像データであってよい。例えば、患者のＣＴ画像データである。
【００５２】
　図７は、一つの実施例を示している。その中で、矢印１７４を用いて示されるように、
腫瘍を目標とするアブレーションのためのアブレーション対象に係る挿入計画パス１７２
が、仮想計画アブレーション結果１４０と供に表示される。
【００５３】
　主要拡張輪郭部分及び/又は主要輪郭部分の表示は、他のもの、つまり主要でない領域
、とは異なるグラフィカルな方法で領域を表示することを含んでいる（さらには図示され
ない）。
【００５４】
　輪郭は、輪郭線であり、そして、拡張された輪郭は、拡張輪郭線である。
【００５５】
　図８は、腫瘍断面輪郭を示している。図８Ｂはエントリーポイントにおけるもので、図
８Ａは進行ビューにおけるものである。両方の画像は、Ｘ線画像取得された背景画像２１
０を示している。例えば、３次元データセットに係るＣＴベースのプロジェクションであ
る。
【００５６】
　図８Ａ、８Ｂにおいては、区分化された患部の断面外形２１２が、２つの区別された線
タイプで示されている。第１の線タイプ２１４と第２の線タイプ２１６を用いており、以
下に詳しく説明される。さらに、アブレーション計画等温線２１８が示される。第１のパ
ターン２２０は第１の等温線を示し、第２のパターン２２２は第２の等温線を示し、そし
て、第３のパターン２２４は第３の等温線を示している。
【００５７】
　図８Ａにおいて、第１の等温線２２０は、重なり合って配置された２つの円形領域を含
んでいる。一方、図８Ｂでは、第１の等温線２２は楕円形状で示されている。
【００５８】
　図８Ｂは、さらに、アブレーションを実行するためのインターベンション装置の挿入パ
ス２２６を示している。例えば、アブレーション針である。
【００５９】
　プランニングの最中、針のパスとアブレーションプロファイルは、ユーザー定義の任意
の視聴平面において指定され得る。目標とアプリケータのエントリーポイントを指定する
ことによるものである。そして、保管された数多くのアブレーションプロファイルの中か
ら最適のアブレーションプロファイルが選択される。同じワークフローを使用して、追加
のアブレーションアプリケータが指定されてよい。目標ポイントだけを定めることによっ
て、以前に選択されたアプリケータと並行してアプリケータを配置することも可能である
。上述のように、アブレーション領域を表している等温線は、融合され混合された断面に
おいて、画像データの上に示される。このようにして、アブレーション領域と付随する針
の軌道は、あらゆる平面の位置及び方法において検査され得る。
【００６０】
　腫瘍カバーフィードバックは、破壊的なアブレーションプロファイルをステンシルバッ
ファー（ｓｔｅｎｃｉｌ　ｂｕｆｆｅｒ）の中に最初にレンダリング（ｒｅｎｄｅｒｉｎ
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ｇ）することによって、オープンＧＬにおいて実施され得る。ステンシルテストを使用す
ることにより、ステンシルバッファー領域が重なることなく、異なる色で断面外形を２回
レンダリングすることができる。このことは、以下のコードスニペットによって典型的に
行われる。
glEnable(GL_STENCIL_TEST);
SetContourColor(Vector3D(0.4,　1.0,　0.4));
glStencilOp(GL_KEEP,　GL_KEEP,　GL_KEEP);
glStencilFunc(GL_NOTEQUAL,　0,　CmodelAblation::STENCILMASK_ALL);
DrawContours();
glStencilFunc(GL_EQUAL,　0,　CmodelAblation::STENCILMASK_ALL);
SetContourColor(Vector3D(1.0,　0.4,　0.4));
DrawContours();
glDisable(GL_STENCIL_TEST);
【００６１】
　腫瘍を完全にカバーするためには追加の針が必要となることがある。画像断面を通じて
眺めることにより、種々の平面の位置及び方向において重なり合いが検査され得る。図９
におけるマルチビュー表示の左上に示されるように、ボリュームレンダリングモードにお
いて、アブレーション計画ボリュームが、区分化された腫瘍ボリュームと相対的に表示さ
れ得る。４分割の左上は、第１の色２３０でアブレーションボリュームの所定の等温線を
示している。等温線は、第２の色２３２で示される腫瘍ボリュームの上に重ねて透過的に
混合されている。
【００６２】
　上述のように、アブレーションの成功のためには腫瘍全体を完全に壊死させることが必
要である。患部の周辺マージンについても同様であり、例えば、０５から１ｃｍのマージ
ンである。マージンは区分化された腫瘍の記述に追加されてよく、結果として生じるボリ
ュームは、計画対象ボリューム（ＰＴＶ）として参照される。追加されたマージンは、腫
瘍境界の実際の位置を隠し／無効にする。これは、血管（ヒートシンク）の近傍において
重要であり、安全マージンが緩和される必要があり得るところである。本発明に従って、
２つの外形が示されている。実際の区分化された腫瘍に対する第１の輪郭２３４、および
、計画対象ボリュームに対する第２の輪郭２３６である（図１０）。区分化された患部の
境界、つまり第１の線２３４、は第１の色で示されてよい。ユーザーがコントロール可能
で透明な第１のパターン２３８であり、例えば、透明な赤色の楕円であって、重なり合っ
たアブレーションプロファイルと供に平面断面図を示している（さらには図示されない）
。
【００６３】
　図１０においては、初期アブレーションプロファイルが腫瘍をカバーする。本発明に従
って、腫瘍外形に安全ファクターを適用することによって、より大きな腫瘍外形が結果と
して得られる。このより大きな外形は、アブレーションプロファイルによって完全にはカ
バーされない。従って、より大きな腫瘍外形に変更することがそれぞれ指示される。
【００６４】
　拡張された輪郭に伴う適用範囲の重なり合いを表示することに加えて、「実際の」腫瘍
輪郭、つまり、安全ファクターを適用する以前の輪郭、に伴う重なり合いを決定、つまり
計算して表示することも可能である。　
【００６５】
　図１１は、（おそらくカラーコード化された）安全マージンが等温線の仕様に含まれて
いる場合に従った、代替的なアプローチを示している。重なり合いとカラーコード化によ
り、第１のコントラ線（ｃｏｎｔｒａ－ｌｉｎｅ）３３４の内側に配置され、第１のパタ
ーン３３６を用いて示される内側アブレーションプロファイルと、第２のパターン３３８
を用いて示される外側アブレーションプロファイルを伴う区分化された患部は、安全マー
ジンを提供する。冷凍アブレーションの場合には、アプリケータ製造者によって提供され
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るように、外側のゼロ度等温線が自然な安全マージンを提供する。
【００６６】
　図１１では、再度、初期アブレーションプロファイルが腫瘍をカバーしている。安全フ
ァクターをアブレーションプロファイルに対して適用することによって、本発明に従えば
、より小さなアブレーションプロファイルを結果として生じる。このより小さいプロファ
イルは、ここでは、腫瘍を完全にはカバーしない。よって、腫瘍外形の変更がそれぞれ示
される。
【００６７】
　図９に示されるように、第１（ゼロ度）の等温線が、カラーコード化された腫瘍境界表
現におけるマスク（ｍａｓｋ）として使用される。
【００６８】
　ラジオ周波数アブレーション又はマイクロ波アブレーションを使用して、楕円形のアブ
レーション領域を特定することができる。安全マージンを定めることによって、第２のよ
り小さな同心円のアブレーションプロファイルが自動的に構成される。以降の所見により
図１２に示されるようにである。
【００６９】
　楕円（Ｌ、Ｗ）アブレーションプロファイルの原点（Ｏ）は、アプリケータ針の先端（
Ｔ）に関して、関係式：Ｏ＝Ｔ＋Ｆ－Ｌ／２によって定義される。ここで、Ｆは、針の先
端から延びるアブレーション領域の前部（Ｆｒｏｎｔ）である。より小さい楕円（Ｌ－Ｍ
、ＷーＭ）は、関係式：Ｏ＝Ｔ＋Ｆ２－（ＬーＭ）／２によって定義される。ここで、Ｍ
は安全マージンである。楕円形は、以下の式を使用してアイソセンタ（ｉｓｏ－ｃｅｎｔ
ｒｉｃ）形状にすることができる。
Ｔ＋Ｆ－Ｌ／２＝Ｔ＋Ｆ２－（ＬーＭ）／２　－＞　Ｆ２＝Ｍ／２
【００７０】
　例えば、２０ｍｍの距離において１０分間４５Ｗで活性化された３つのＭＷＡ　ｖａｌ
ｌｅｙ　Ｌａｂ　ＶＴ１２３７経皮アンテナを使用して作成されたアブレーション領域の
大きさの見積りは、Ｌ＝５５ｍｍ、Ｗ＝５０ｍｍ、Ｆ＝１０ｍｍである楕円形の定義によ
って定められる。よって、この場合に、１０ｍｍの安全領域を伴う内側の楕円形は、Ｌ＝
４５ｍｍ、Ｗ＝４０ｍｍ、Ｆ＝５ｍｍとなる。
【００７１】
　図１１の画像は、このアブレーションプロファイルの使用を示している。内側の輪郭は
、区分化された患部領域の断面を表している。外側の輪郭は、拡張されたＰＴＶに伴う断
面を表示している。図１１を図１０と比較すると、ハイライトされた輪郭によって示され
るように、実際の腫瘍境界が内側アブレーション領域の外側にある場合には、第１のパタ
ーンで表示される拡張された腫瘍の断面が、実際に予測されたアブレーションの外側にあ
ることに留意すべきである。よって、拡張された患部を予測されたアブレーション領域と
重ね合わせる代わりに、今や実際の患部を変更されたアブレーションプロファイルに重ね
合わせるときである。拡張された患部の境界は、もはや何の臨床的価値も持たないので、
除外することができる。このことは、例えば、図１３のマルチビュー表示において示され
ている。
【００７２】
　より良い理解のために、図８から図１１、および、図１３が、写真の画像と供に図１４
から図１８にも示されている。
【００７３】
　本発明の別の典型的な実施例において、コンピュータープログラム又はコンピューター
プログラムエレメントが提供される。これらは、好適なシステム上で、上述の実施例の一
つに従った方法のステップを実行するように適用されていることで特徴付けられる。
【００７４】
　コンピュータープログラムエレメントは、従って、コンピューターユニット上に保管す
ることができ、本発明の実施例に係る部分でもあり得る。このコンピューターユニットは



(15) JP 5933723 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

、上述の方法のステップを実行、または、引き出すように適合されてよい。さらには、上
述の装置に係るコンポーネントを操作するように適合されてよい。コンピューターユニッ
トは、自動的に動作するように、及び/又は、ユーザー命令を実行するように適合されて
よい。コンピュータープログラムは、データプロセッサの作業メモリーの中にロードされ
る。データプロセッサは、このように、本発明に係る方法を実行するために備えられてい
る。
【００７５】
　本発明に係るこの典型的な実施例は、当初から本発明を使用するコンピュータープログ
ラムと、アップデートによって既存のプログラムを本発明を使用するプログラムに変更す
るコンピュータープログラムの両方をカバーするものである。
【００７６】
　さらに、コンピュータープログラムエレメントは、上述のように、典型的な方法の実施
例の手順を満足するために必要な全てのステップを提供することができる。
【００７７】
　本発明のさらなる実施例に従えば、ＣＤ－ＲＯＭといった、コンピューターで読取り可
能な媒体が示される。コンピューターで読取り可能な媒体は、媒体上にコンピュータープ
ログラムエレメントを保管しており、コンピュータープログラムエレメントは前出の章で
説明されたものである。
【００７８】
　コンピュータープログラムは、他のハードウェアと供に、もしくは、ハードウェアの一
部として供給される光記録媒体、または、半導体媒体といった、好適な媒体上に保管され
、及び/又は、流通される。しかし、コンピュータープログラムは、また、インテーネッ
ト、または、他の有線又は無線の電気通信システムを介してといった、他の形式において
流通されてもよい。
【００７９】
　しかしながら、コンピュータープログラムは、ワールドワイドウェブ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗ
ｉｄｅ　Ｗｅｂ）のようなネットワークにわたり存在することもでき、そうしたネットワ
ークからデータプロセッサの作業メモリーの中にダウンロードすることもできる。本発明
のさらなる典型的な実施例に従えば、ダウンロードのために利用可能なコンピュータープ
ログラムエレメントを作成するための媒体が提供される。コンピュータープログラムエレ
メントは、本発明に係る以前に説明した実施例の一つに従った方法を実行するように構成
されている。
【００８０】
　本発明の実施例は、異なる技術的事項に関して説明されていることに留意しなければな
らない。特に、いくつかの実施例は、方法タイプの請求項に関して説明されているが、一
方で、他の実施例は、装置タイプの請求項に関して説明されている。しかしながら、当業
者であれば、上記及び以降の説明から、そうでないものと記載されていなければ、一つの
タイプの技術的事項に属する特徴のあらゆる組み合わせに加えて、異なる技術的事項に関
する特徴間でのあらゆる組み合わせもまた、本特許出願と供に開示されていると考えられ
ることが理解されよう。しかしながら、全ての特徴は、特徴の単なる足し算以上であるシ
ナジー効果を提供するように組み合わされ得るものである。
【００８１】
　本発明は、図面または前出の記載において、その詳細が説明され記述されてきたが、そ
うした説明および記載は、説明的または例示的なものであり、制限的なものではないと考
えられるべきである。本発明は、開示された実施例に限定されるものではない。図面、明
細書、および添付の特許請求の範囲を研究すれば、請求された本発明の実施において、当
業者によって、開示された実施例に対する他の変形が理解され、もたらされ得る。
【００８２】
　請求項において、用語「含む（“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ“」は、他のエレメントまたは
ステップの存在を排除するものではなく、不定冠詞「一つの（”ａ“または”ａｎ“）」
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は、複数を排除するものではない。単一のプロセッサまたは他のユニットは、請求項で述
べられる数個のアイテムに係る機能を満たし得る。特定の手段が、お互いに異なる従属請
求項の中で引用されているという事実だけでは、これらの手段の組合せが有利に使用され
得ないことを示すものではない。請求項におけるいかなる参照番号も、発明の範囲を限定
するものと解釈されるべきではない。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図７】

【図８ａ】

【図８ｂ】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４ａ】

【図１４ｂ】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】
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